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第 1節 学部、学科又は課程の目的等

(学部、学科又は課程の目的等)
第 1条 宮崎大学(以下「本学」という。)に置く学部、学科又は課程は、人材の養成に関する目

的その他教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
2 前項の目的は、各学部において別に定める。

第 2節収容定員

(収容定員)
第 1条の 2 本学に置く学部の収容定員は、次のとおりとする。

学 部 学科 課程 入学定員

教育文化学部 学校教育課程 150 人
人聞社会課程 80 

計 230 

医 学 部 医 学 科 110 
看 議 学 科 60 (10) 

言十 170 (10) 

工 学 部 環境応用化学科 58 
社会環境システム工学科 53 
環境ロボティクス学科 49 
機械設計システム工学科 54 
電子物理工学科 53 
電気システム工学科 49 
情報システム工学科 54 

(10) 

言十 370 (10) 

農 学 部 植物生産環境科学科 50 
森林緑地環境科学科 50 
応用生物科学科 55 
海洋生物環境学科 30 
畜産草地科学科 50 
獣 医 学 科 30 

計 265 

iロb、 言十 1，035 (20) 

備考 ( )書きは、第 3年次編入学定員分で外数である。

第 3節学年、学期及び休業日

(学年)
第 2条 学年は、 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。

(学期)
第3条学年を次の 2学期に分ける。

前学期 4月1日から 9月30日まで
後学期 10月 1日から翌年 3月31日まで

77 

収容定員

600 人
320 

920 

660 
240 (20) 

900 (20) 

232 
212 
196 
216 
212 
196 
216 
(20) 

1，480 (20) 

200 
200 
220 
120 
200 
180 

1， 120 

4，420(40) 



(休業日)
第4条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業
2 前項第 3号から第 5号までの期間については、別に定める。
3 学長は、必要があると認める場合は、臨時の休業日を定めることができる。
4 学長は、必要があると認める場合は、休業日であっても授業を行う日とすることができる。

第4節修業年限及び在学期間

(修業年限)
第 5条 学部の修業年限は、 4年とする。ただし、医学部医学科及び農学部獣医学科においては 6

年とする。

(在学期間)
第6条 学生の在学期間は、前条に規定する修業年限の 2倍の期間を超えることはできない。ただ

し、医学部医学科においては第 1年次及び第 2年次、第 3年次及び第4年次、第 5年次及び第
6年次のそれぞれについて、通算して 4年を超えることはできない。

2 第13条第 1項の規定により入学した学生の在学期間は、同条第 2項の規定により定められた在
学すべき年数の 2倍の期間を超えることはできない。

第 5節入学

(入学の時期)
第7条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学及び転入学については、学期の始めと

することができる。

(入学資格)
第8条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修
了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校本業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第l号)による高等学校卒業程度認、

定試験に合格した者(同規則附則第 2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和2
6年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第90条第 2項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学に
おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で、 18歳に達した者

(入学の志願)
第9条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて、願

い出なければならない。

(合格者の決定)
第 10条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、当

該学部教授会(基本規則第48条で定める教授会をいう。以下同じ。)の議を経て、合格者を決定
する。
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(入学の手続)
第 11条 前条の規定による合格者で、本学に入学しようとする者は、所定の期日までに、所定の

書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

(入学の許可)
第 12条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請

している者を含む。)に対し、入学を許可するロ

(再入学、編入学及び転入学)
第 13条 学長は、次の各号のーに該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、別に

定めるところにより選考の上、当該学部教授会の議を経て、相当年次に入学を許可することが
できる。
(1) 第36条若しくは第37条第 3号から第 5号までのーの規定により本学の一学部を退学し、又は

除籍された者で、当該学部に再入学を願い出た者
(2) 大学を卒業し、又は退学した者で、編入学を願い出た者
(3) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者で、

編入学を願い出た者
(4) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(ただし、

学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)で、
編入学を願い出た者

(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第 7条の規定に該当する者で、編入学
を願い出た者

(6) 他の大学に在学する者で、当該大学の学長が転入学の志願を承認した者
2 前項の規定により、入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並
びに在学すべき年数については、当該学部教授会の議を経て学部長が決定する。

3 第 9条、第11条及び第12条の規定は、第 1項の規定により入学する者にこれを準用する。

第6節 教育課程、履修方法等及び教員免許状

(教育課程の編成方針)
第 14条 本学は、基本規則第 2条に定める目的及び使命並びに各学部及び学科又は課程等の教育

上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い
教養を培うよう適切に配慮するものとする。

(授業科目及び履修方法等)
第 15条 本学で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、
当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第 15条の 2 本学は、学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実

施するものとする。

(単位の修得)
第 16条 学生は、別に定めるところにより授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければなら

ない。
2 学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が
修得すべき単位数について、学生が 1年間又は 1学期に履修科目として登録することができる
単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

3 学部は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，
前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(他学部等の授業科目の履修)
第 17条 学生は、別に定めるところにより他の学部又は所属する学部の他の学科・課程の授業科

目を履修することができる。

(教員免許状授与の所要資格取得のための履修等)
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第 18条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律
第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければ
ならない。

2 前項の規定により、所要の単位を修得した者が取得できる教員の免許状の種類は、次のとおり
とする。

区 分 教員免許状の種類 免 許 教 科

幼稚園教諭一種
教 免 言午 状

小学校教諭一種
免 許 状

育 学 校教育課程
中学校教諭一種 国語、社会、数学、理科、

音楽、美術、保健体育、
免 許 状 技術、家庭、英語

文
高等学校教諭一種 国語、地理歴史、公民、

数学、理科、音楽、美術、
免 許 状 保健体育、工業、家庭、

イ包 英語

特別支援学校教諭 知的障害者、肢体不自由者、
一 種免許状 病弱者

学
人 言語文化コース 高等学校教諭一種 英語
間 免 許 状
社

部 Aコズ、

課 社会システムコース 高等学校教諭一種 地理歴史、公民
程 免 言午 状

環 境応用化学科 高等学校教諭一種 理科、工業
免 言午 状

社会環境システム工学科 高等学校教諭一種 工業
工 免 許 状

環境ロボティクス学科 高等学校教諭一種 工業
免 許 状

i詳守A一

機械設計システム工学科 高等学校教諭一種 工業
免 許 状

部 電 子物理工学科 高等学校教諭一種 理科、工業
免 言午 状

電気システム工学科 高等学校教諭一種 工業
免 言午 状

情報システム工学科 高等学校教諭一種 工業
免 言午 状

植物生産環境科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
免 言午 状

農 森林緑地環境科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
免 言午 状
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応用生物科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
免 言午 状

守品一

海洋生物環境学科 高等学校教諭一種 理科、水産
免 言午 状

畜産 草地科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
部 免 許 状

獣 医 寸品Aー 科 高等学校教諭一種 農業
免 許 状

(他の大学等における授業科目の履修等)
第 19条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」という。)と

の協議に基づき、学生に当該他の大学等の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した授業科目の単位については、 60単位を超えない範囲で、当該学部教
授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすこと
ができる。

3 第 1項の規定により、他の大学等で履修した期間は、本学の修業年限に算入する。
4 第2項及び第3項の規定は、第35条の規定により学生が外国の大学及び短期大学(以下「外国
の大学等」という。)に留学する場合に準用する。

(休学期間中の外国の大学等における学修)
第 20条 教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生が休学期間中に外国

の大学等の授業科目を履修し、修得した単位を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学
部における授業科目の履修により修得したものとみなし、認定することができる。

(大学以外の教育施設等における学修)
第 21条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が定める学修を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部におけ
る授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

(入学前の既修得単位等の取扱い)
第 22条 教育上有益と認めるときは、第12条の規定により本学に入学した者が本学入学前に大学

又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める
科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学入学
後の本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った第21条に規定する学修を、当該学部教
授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがで
きる。

3 前 2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、第13条に規定
する再入学、編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第19
条第 2項及び第20条並びに第21条に規定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第 1項及び第 2項に規定する授業科目及び単位の認定に係る手続等については、日Ijに定める。

(単位の計算方法)
第 23条 授業科目の単位の計算方法は、 1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必
要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、 15時間から30時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもっ

て 1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、 30時間から45時間までの範囲で各学部が定める時間の授業

をもって 1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業について
は、各学部が定める時間の授業をもって 1単位とすることができる。

(3) ーの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用によ
り行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して各学部が
定める時間の授業をもって 1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目についてはこれらの学修の成果を
評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、
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各学部において単位数を定めることができる。

( 1年間の授業期間)
第 24条 1年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め、 35週にわたることを原則とする。

(授業科目の授業期間)
第 25条 各授業科目の授業は、 10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、

教育上必要があり、かっ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限
りでない。

(授業科目の成績)
第 26条 授業科目を履修した学生に対しては、別に定めるところにより成績評価を行う。

(成績評価基準等の明示等)
第 26条の 2 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに 1年間の授業の計画をあらか

じめ明示するものとする。
2 各学部は、学習の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保する
ため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行
うものとする。

(単位の授与)
第 27条 授業科目を履修し、その成績評価に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、第

37条第4号の規定により除籍された者については、授業料未納期間に係る単位は認定しない。

(遠隔授業による修得単位)
第 28条 第15条第2項の授業方法により修得した単位は、 60単位を超えない範囲で、卒業に必要

な単位の中に算入することができる。ただし， 124単位を超える単位数を卒業要件とする学部に
あっては， ~IJ に定める。

(委任規定)
第 29条 本節に規定するもののほか、教育課程及び履修方法等に関し必要な事項は、各学部長が

別に定める。

第 7節休学、復学、転学部、転学、留学、退学及び除籍

(休学)
第 30条 疾病その他止むを得ない事由により引き続き 2か月以上修学することができない者は、

学部長の許可を得て休学することができる。
2 学部長は、疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者については、当
該学部教授会の議を経て、休学を命ずることができる。

(休学期間)
第 31条 休学期間は、 1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、 1年を限度として休

学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して修業年限を超えることができない。ただし、医学科にあっては通算して

4年を超えることができない。
3 休学期聞は、第 6条に規定する在学期間には算入しない。

(復学)
第 32条 休学期間中に、その理由が消滅した場合は、学部長の許可を得て復学することができる。
2 第30条第 2項の規定により休学を命ぜられた者が復学するときは、医師の診断書を添え、その
所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なければならない。

(転学部、転学科及び転課程)
第 33条 学生が、他の学部に転学部の志願をしようとするときは、その所属する学部長に願い出

て、当該学部及び志願する学部の教授会の議を経て、学長の許可を得なければならない。
2 学生が、その所属する学部の学科又は課程から同一学部の他の学科又は課程に転じようとする

ときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なけ
ればならない。
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3 第13条第 2項の規定は、前 2項の規定により転学部、転学科又は転課程をする者に、これを準
用する。

4 第 1項及び第 3項に定めるもののほか、転学部に関し必要な事項は、別に定める。

(転学)
第 34条 学生が、他の大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、理由書を添え、その

所属する学部長を経て、学長に願い出なければならない。

(留学)
第 35条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生を外国の大

学等に留学させることができる。
2 留学に関し必要な事項は、別に定める。

(退学)
第 36条 学生が、退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を得なければならない。

(除籍)
第 37条 次の各号のーに該当する者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、これを除

籍する。
( 1) 第6条に規定する在学期間を超えた者
(2) 第31条第1項及び第 2項に規定する休学期間を超えた者
(3) 第49条第3項から第 5項に規定する納付すべき入学料を納付しない者
(4) 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しない者
(5) 行方不明の届出があった者

第 8節卒業及び学位

(卒業の認定)
第 38条 卒業の認定は、第 5条に規定する修業年限(第13条第 1項の規定により入学した者にあ

つては、同条第 2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、所定の単位数(医
学部医学科にあっては授業時間数を含む。)を修得し、かっ、学部が定める卒業の審査に合格し
た者について、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。

(卒業証書・学位記の授与)
第 39条 学長は、前条の規定により卒業の認定をした者に対し、卒業証書・学位記を授与する。

(学位の授与)
第40条 卒業の認定を受けた者には，

教育文化学部学校教育課程
教育文化学部人聞社会課程
医学部医学科
医学部看護学科
工学部
農学部(獣医学科を除く。)
農学部獣医学科

次の区分に従い学位を授与する。
学士(教育学)
学士(教養)
学士(医学)
学士(看護学)
学士(工学)
学士(農学)
学士(獣医学)

2 学位に関し必要な事項は、別に定める。

第 9節賞罰

(表彰)
第 41条 表彰に価する行為があった学生は、当該学部教授会の議を経て、学長がこれを表彰するこ

とができる。

(懲戒)
第42条 この規則その他本学の諸規定に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、

当該学部教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項に規定する退学は、次の各号のーに該当する者に対して行うことができる。
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(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 本学の秩序を苦しし、その他学生としての本分に反した者

4 停学の期聞は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。
5 懲戒の手続については、別に定める。

第 10節厚生施設

(学生寄宿舎及び国際交流宿舎)
第43条 本学に、学生寄宿舎及び国際交流宿舎を置く。
2 学生寄宿舎及び国際交流宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

第 11節 研究生、科目等履修生、特別総講学生及び外国人留学生

(研究生)
第44条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当該

学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、研
究生として入学を許可することができる。

2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)
第45条 本学の学生以外の者で、本学が開設するー又は複数の授業科目を履修することを志願す

る者があるときは、当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会
の議を経て、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)
第46条 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学等の学生で、木学の授業科目を履修すること

を志願する者があるときは、当該他大学若しくは短期大学又は外国の大学等との協議に基づき、
当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の毒事を経て、学長は、
特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(外国人留学生)
第47条 外国人で、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、当該学部教授会の議を経

て、学長は、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 前項の外国人留学生に対しては、第15条に掲げるもののほか、日本語科目及び日本事情に関す
る科目を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第 12節検定料、入学料、授業料及び寄宿料

(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)
第48条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。

(入学料)
第49条 入学料は、入学を許可するものとしての通知を行い、本学所定の入学手続をするときま

でに徴収する。
2 所定の期日までに、入学料を納付しない者(入学料の免除申請書又は徴収猶予申請書を受理さ
れた者を除く。)は、入学を許可しない。

3 入学料の免除の不許可及び半額免除の許可になった者については、免除の不許可及び半額免除
の許可が告知された日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。

4 入学料の徴収猶予の不許可になった者については、徴収猶予の不許可が告知された日から起算
して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。

5 入学料の徴収猶予の許可になった者については、徴収猶予期間経過後14日以内に、納付すべき
入学料を徴収する。

(入学料の免除及び徴収猶予)
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第 50条 特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、入学料を免除
し、あるいは徴収を猶予することができる。

2 入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項については、別に定める。

(授業料)
第 51条 授業料は、次に定める前期及び後期の 2期に区分し、それぞれ年額の 2分の lに相当す

る額を徴収する。
前期 4月から 9月までの分 4月30日まで
後期 10月から翌年 3月までの分 10月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、
当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。

(休学及び復学の場合の授業料)
第 52条 授業料の納入期限までに休学を許可され若しくは休学を命ぜられ又は授業料の徴収猶予

を受けていた者が休学を許可され若しくは休学を命ぜられた場合は、月割計算により休学当月
の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除する。

2 前期又は後期の中途において、復学した者の授業料の額は、年額の12分の lに相当する額に復
学した月から当該期末までの月数を乗じた額とし、復学の日の属する月に徴収する。

(学年の中途で卒業する場合の授業料)
第 53条 学年の中途で卒業する見込みの者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の l

に相当する額に在学する予定の月数を乗じた額とし、当該学年の始めの月に徴収する。ただし、
卒業する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料
は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。

(退学及び停学の場合の授業料)
第 54条 前期又は後期の中途において、退学し又は除籍された者の当該期分の授業料は、徴収す

る。ただし、第37条第 3号、第4号、第 5号若しくは死亡による除籍の場合は、この限りでな
し、。

2 停学期間中の授業料は、徴収する。

(授業料の免除及び徴収猶予)
第 55条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かっ、学業優秀と認められる者、その他

特別な事情があると認められる者に対しては、授業料の免除あるいは徴収を猶予することがで
きる。

2 授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項については、別に定める。

(寄宿料)
第 56条 寄宿料は、別に定めるところにより徴収する。

(寄宿料の免除)
第 57条 死亡した者、行方不明の理由により除籍された者又は災害の理由により寄宿料の納付が

著しく困難と認められる者に対しては、寄宿料を免除することができる。
2 寄宿料の免除に関し必要な事項については、別に定める。

(既納の授業料等)
第 58条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、これを返還しない。ただし、第 2項及び

第3項に該当する場合は、この限りでない。
2 第 2次の学カ検査等において、出願書類等による第 1段階自の選抜を行い、その合格者に限り
学力検査その他による第 2段階自の選抜を行う場合、第 1段階目の選抜で不合格となった者に
対しては、所定の期日までに当該者の申出があった場合には、既納の検定料のうち、別に定め
る第 2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。

3 第51条第 2項の規定により前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期
分授業料の徴収時期前に休学又は退学し、納付した者の申出があった場合には、後期分の授業
料に相当する額を返還する。

(研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料並びに特別聴講学生の授業料)
第 59条 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の徴収方法については、別に定める。
3 国立大学の学生である特別聴講学生については、検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
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4 公私立大学の学生である特別聴講学生については、授業料のみを徴収する。この場合の授業料
の額及び徴収方法は、別に定める。

第 2章 大 学 院

第 1節課程等の目的

(課程等の目的)
第 60条本学大学院(以下「大学院」という。)に置く修士課程は、広い視野に立って精深な学

識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を
養うことを目的とする。

2 医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程は、専攻分野について、
研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な
高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓抜した能力を
培うことを目的とし、そのうち教育学研究科の教職大学院にあっては、専ら幼稚園、小学校、
中学校、高等学校及び中等教育学校の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成の
ための教育を行うことを目的とする。

4 各研究科又は専攻の目的は、各研究科において別に定める。

第 2節 収容定員

(収容定員)
第 61条 大学院に置く研究科の収容定員は、次のとおりとする。

博士課程
修士課程

研究科名 専 攻 名 博士後期課程

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

教職実践開発専攻
教育学研究科 学校教育支援専 攻 8 16 

計 8 16 

看護学研究科 看 護 学 専 攻 10 20 

計 10 20 

応用物理学専攻 17 34 

物質環境化学専攻 27 54 

電気電子工学専攻 36 72 

工 学 研 究科 土木環境工学専攻 16 32 

機械システム工学専攻 19 38 

情報システム工学専攻 19 38 

計 134 268 

農学研究科 農 持寸aー、 専 攻 日日 136 

計 68 136 

医学獣医学総合 医科学獣医科学専攻 8 16 

研究科 医学 獣医 学専 攻 23 92 

計 E 16 23 92 
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資源環境科学専攻

農学工学総合 生物機能応用科学専攻

研究科 物 質・情報工学専攻

計

合 言十

第 3節学年、学期及び休業日

(学年、学期及び休業日)

7 21 

4 12 

5 15 

16 48 

228 456 39 140 

第 62条 学年、学期及び休業日は、第2条から第4条までの規定を準用する。

第4節修業年限及び在学期間

(標準修業年限)
第 63条 修士課程の標準修業年限は、 2年とする。
2 医学獣医学総合研究科博士課程の標準修業年限は、 4年とする。
3 農学工学総合研究科博士後期課程の標準修業年限は、 3年とする。

28 56 

4 教育学研究科専門職学位課程の標準修業年限は、 2年とする。ただし、教育上の必要があり、
主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間そ
の他の特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないと
きは、教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上の区分に応じ、標準修業宇限を 1年
以上 2年未満とすることができる。また、学部での免許状未取得者等に対して教育を行う場合
であって、教育上支障を生じないときは、教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上
の区分に応じ、標準修業年限を 2年を超える期間とすることができる。

(在学期間)
第 64条 在学期間は、修士課程にあっては4年、医学獣医学総合研究科博士課程にあっては 8年、

農学工学総合研究科博士後期課程にあっては 6年、教育学研究科専門職学位課程にあっては前
条第4項で定める学生の履修上の区分による標準修業年限の 2倍の年数を超えることができな
い。

第 5節 入 学

(入学時期)
第 65条 入学は、学年の始めとする。ただし、各研究科においては、学期の始めとすることがで

きる。

(入学資格)
第 66条 修士課程及び教育学研究科専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。
( 1) 学校教育法第83条に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が固において履修することにより当該外国

の学校教育における 16年の課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修
了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 大学に 3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学

院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものとして認めた者
(8) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課程

を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
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(9) 学校教育法第102条第 2項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院におい
て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認めた者で、 22歳に達した者

2 農学工学総合研究科博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当す
る者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、
修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との聞の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51

年法律第72号)第 1条第2項に規定する国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する
学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院
設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の 2に規定する試験及び審査に相当するものに合
格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第 2項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院におい

て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認めた者で、 24歳に達した者
3 医学獣医学総合研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する
者とする。
(1) 大学の医学、歯学又は修業年限 6年の獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において学校教育における 18年の課程(最終課程は、医学、歯学又は獣医学)を修了し

た者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が固において履修することにより当該外国

の学校教育における 18年の課程(最終課程は、医学、歯学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が固において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 18年の課程

(最終課程は、医学、歯学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとし
て当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に
指定するものの当該課程を修了した者

(5) 大学(医学、歯学又は修業年限 6年の獣医学を履修する課程を含むものに限る。)に 4年以
上在学し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(日) 文部科学大臣の指定した者
(7) 外国において学校教育における 16年の課程(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含むも

のに限る。)を修了し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認め
た者

(8) 学校教育法第102条第 2項の規定により大学院(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含
むものに限る。)に入学した者にあっては、本学大学院において、大学院における教育を受け
るにふさわしい学力があると認めた者

(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学(医学、歯学又は修業年限 6年の獣
医学を履修する課程を含むものに限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、
24歳に達した者

(入学者選抜)
第 67条 入学志願者に対しては、学力試験、面接試験及び健康診断を行い、これに出身大学長の

提出する調査書の成績等を総合し、当該研究科委員会(基本規則第49条で定める研究科委員会
をいう。以下同じ。)の議を経て、学長が合格者を決定する。

2 選抜の方法及び時期は、当該研究科において別に定める。

(入学手続及び入学許可)
第 68条 前条の選抜試験(再入学及び転入学を含む。)に合格した者は、当該研究科において別

に定めるところにより入学の手続を行い、かっ、誓約書を提出しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(転入学及び再入学)
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第 69条 退学し、又は除籍(第83条において準用する第37条第 3号から第 5号までの規定のいず
れかに該当する者に限る。)された学生で、同一専攻に再入学を志願する者には、退学又は除籍
後 1年以内に限り、学長がこれを許可することができる。ただし、医学獣医学総合研究科博士
課程及び農学工学総合研究科博士後期課程においては、当該研究科の定めるところにより、退
学又は除籍後 3年以内に限り、学長がこれを許可することができる。

2 転入学を志願する者があるときは、その志願する研究科の専攻に欠員がある場合に限り、選考
の上、学長がこれを許可することがある。

第 6節 教育課程、教育方法等、課程の修了要件及び教員免許状

(教育課程の編成方針)
第 70条 大学院の教育は、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を

開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、
体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、各研究科は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修
得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を酒養するよう適切に配慮しな
ければならない。

(教育方法等)
第 70条の 2 大学院(教職大学院を除く。)の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行

うものとする。
2 教職大学院の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。
3 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業
又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

4 各研究科が、ーの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の
併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、第23条第 1項
第 1号及び第 2号に規定する基準を考慮して各研究科が定める時間の授業をもって 1単位とす
る

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第 70条の 3 本学は、大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研
修及び研究を実施するものとする。

(履修方法)
第 71条 各研究科における授業科目の内容、単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法

は、各研究科において定める。
2 教育上有益と認めるときは、他大学の大学院において、当該大学院の授業科目を履修すること
ができる。

3 前項の規定により履修した授業科目の単位は、各研究科委員会の議を経て、 10単位を超えない
範囲で、本学で履修した単位に算入できる。ただし、教職大学院においては、 24単位を超えな
い範囲とする。

4 第 2項及び第 3項の規定は、第82条の規定による留学の場合に準用する。

(長期にわたる教育課程の履修)
第 72条 学生が、職業を有している等の事情により、第63条に規定する標準修業年限を超えてー

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たとき
は、その計画的な履修を認めることができる。

2 前項の規定により、計画的な履修を認められた者の受入れについて、必要な事項は、各研究科
において定める。

(入学前の既修得単位の認定)
第 73条 各研究科は、教育上有益と認めるときは、学生が当該研究科に入学する前に大学院にお

いて履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に定める科目等履修生と
して修得した単位を含む。)を、当該研究科委員会の議を経て、研究科長が当該研究科に入学し
た後の当該研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、第71条第 3項に規定する単位とは別
に10単位を超えない範囲で、修了の要件として算入できるものとする。ただし、教職大学院に
おいては、第71条第 2項の規定により履修した単位数及び第76条第 5項の規定により免除され
た単位数と合わせて、 24単位を超えない範囲とする。
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(研究指導委託)
第 74条 研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(以下「他の大

学院等」という。)との協議に基づき、学生に他の大学院等において必要な研究指導を受けさせ
ることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期
間は、 1年を超えないものとする。

(単位の認定)
第 75条 単位の認定は、試験又は研究報告等によって行い、合格した科目については所定の単位

を与える。ただし、第37条第4号及び第83条の規定により除籍された者については、授業料未
納期間に係る単位は認定しない。

(成績評価基準等の明示等)
第 75条の 2 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに 1年間の授

業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了認定に当たっては、客観性及び
厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にし
たがって適切に行うものとする。

(課程の修了要件)
第 76条 修士課程の修了要件は、当該課程に 2年以上在学し、 30単位(教育学研究科学校教育

支援専攻にあっては、 32単位、看護学研究科看護学専攻実践看護者育成コースがん看護領域に
あっては、 34単位、実践助産学領域にあっては、 58単位、医学獣医学総合研究科医科学獣医科
学専攻にあっては、生物系以外の学部を卒業した者は「基礎細胞生物学J2単位を含む32単位)
以上を修得し、かっ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文又は
特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
間に関しては、優れた業績を上げた者については、 l年以上在学すれば足りるものとする。

2 医学獣医学総合研究科博士課程の修了要件は当該課程に4年、農学工学総合研究科博士後期課
程の修了要件は当該課程に 3年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かっ、必要
な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学獣医学総合研究科博士課程にあっ
ては 3年、農学工学総合研究科博士後期課程にあっては修士課程の在学期間を含めて 3年以上
在学すれば足りるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定に
より、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた
者が、農学工学総合研究科博士後期課程に入学した場合の当該課程の修了要件は、当該課程に
3年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かっ、必要な研究指導を受けた上、博
士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究
業績を上げた者については、当該課程に 1年以上在学すれば足りるものとする。

4 教育学研究科専門職学位課程の修了要件は、当該課程に第63条第4項で定める標準修業年限以
上在学し、 48単位以上を修得するものとする。

5 教育学研究科専門職学位課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校
等の教員としての実務の経験を有するものについて、 10単位を超えない範囲で、実習により修
得する単位の全部又は一部を免除することができる。

6 教育学研究科専門職学位課程は、第73条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位を
当該課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課
程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当
該課程の課程の標準修業年限の 2分の lを超えない範囲で当該課程が定める期間在学したもの
とみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも 1年以上在学す
るものとする。

(修士論文及び博士論文の審査)
第 77条 修士論文及び博士論文の審査については、別に定める。
2 各研究科は、必要があるときは、修士論文及び博士論文の審査について他の大学院等の教員等
の協力を求めることができる。

(最終試験)
第 78条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、修士論文及び博士論文の審査に合格した者に

ついて行い、その成績は、合格及び不合格の 2種とする。
2 最終試験に関し、必要な事項は、各研究科において定める。
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(教員の免許状授与の所要資格の取得)

第 79条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律

第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。
2 本学の研究科において取得できる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。

研究科 専 攻 教員免許状の種類 免許教科

幼 稚 園 教 諭

専 修免許状

小 学校教諭

専 修免許状

中学校教諭 国語、社会、数学、

専修免許状 理科、音楽、美術、

教職実践開発専攻 保健体育、技術、

家庭、英語

高等学校教諭 国語、地理歴史、

専修免許状 公民、数学、理科、

音楽、美術、

保健体育、工業、

教育学研究科 家庭、英語

幼稚 園 教 諭

専 修免許状

小 学校教諭

専 修免許状

中学校教諭 国語、社会、数学、

専 修 免 許 状 理科、音楽、美術、

保健体育、技術、

学校教育支援専攻 家庭、英語

高等学校教諭 国語、地理歴史、

専 修免許状 公民、数学、理科、

音楽、美術、

保健体育、工業、

家庭、英語

特別支援学校教諭 知的障害者、肢体

専 修 免 許 状 不自由者、病弱者

応用物理学専攻 高等学校教諭 工業、理科

専 修免許状

物質環境化学専攻 高 等学校教諭 工業、理科

専 修 免 許 状

電気電子工学専攻 高等学校教諭 工業

専 修免許状

工学研究科

土木環境工学専攻 高等学校教諭 工業

専修免許状

機械システム工学専攻 高等学校教諭 工業

専修免許状
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情報システム工学専攻 高等学校教諭 工業
専 修 免 許 状

農学研究科 農 学 専 攻 高等学校教諭 農業、水産
専 修 免 許 状

第 7節休学、転学、留学、復学、退学及び除籍

(休学)
第 80条 休学は、第30条及び第31条の規定を準用するほか、当該研究科において別に定める。

(転学)
第 81条 学生が他の大学院に転学しようとするときは、その理由を具して当該研究科委員会の議

を経て、学長の許可を得なければならない。

(留学)
第 82条 学生は、外国の大学で学修するため、研究科長の許可を経て留学することができる。
2 前項の留学期聞は、第63条の期間に含まれるものとする。

(復学、退学及び除籍)
第 83条 復学、退学及び除籍は、第32条、第36条及び第37条の規定を準用するほか、当該研究科

において別に定める。

第8節学位
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第

看護学研究科
工学研究科
農学 研 究 科

(学位授与)
第 85条 修士課程、医学獣医学総合研究科博士課程、農学工学総合研究科博士後期課程及び教育

学研究科専門職学位課程を修了した者には、前条の区分に従い学位を授与する。
2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学
院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程を修了した者と同等
以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

3 学位に関する規程は、別に定める。

第 9節賞罰

(賞罰)
第 86条 賞罰については、第41条及び第42条の規定を準用する。
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第 10節 研究生、科目等履修生、外国人留学生、特別聴講学生及び特別研究学生

(研究生、科目等履修生及び外国人留学生)
第 87条 大学院に、研究生、科目等履修生及び外国人留学生を入学させることができる。
2 研究生、科目等履修生及び外国留入学生は、第44条、第45条及び第47条の規定を準用するほか、
必要な事項は当該研究科において別に定める。

(特別聴講学生)
第 88条 本学大学院の授業科目を履修することを希望する他の大学又は外国の大学の大学院の学

生があるときは、当該他大学又は外国大学との協議に基づき特別聴講学生として授業科目の履
修を認めることがある。

2 前項により、授業科目の履修を認められた学生は、前条第 2項の規定を準用する。

(特別研究学生)
第 89条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本学大学院で研究指導を受けることを志願する

者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れることがある。
2 特別研究学生に関する規程は、)jljに定める。

第 11節検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)
第 90条 研究科の学生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。
2 研究生及び特別聴講生の検定料、入学料及び、授業料の額は、別に定める。ただしw 特別聴講
学生が国立の大学の学生であるときは、授業料は徴収しないものとする。
(1) 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ 3月分又は 6月分に相当する額を当該期間の当初

の月に徴収するものとする。ただし、在学予定期聞が 3月未満又は 6月未満であるときは、
その期間分に相当する額を当該期間の当初の月に徴収するものとする。

(2) 検定料及び入学料の徴収方法は、別に定める。
3 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
4 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付が
困難な者は、別に定める内規により、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免除あ
るいは徴収猶予の取扱いを受けることができる。

第 12節 雑則

(準用)
第 91条 大学院学生に関し必要な事項は、この章によるほか、第 1章の学部学生に関する規定を

準用する。この場合において、「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長Jとあるのは「研究
科長」と、「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。

第 3章別科

第 1節収容定員

(収容定員)
第 92条本学に置く別科の収容定員は、次のとおりとする。

別 科 名 専 修 収容定員

畜産専修 4 
畜産別科

計 4 

2 別科に関し必要な事項は、別に定める。
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第 2節 学年、学期及び休業日

(学年、学期及び休業日)
第 93条 学年、学期及び休業日は、第 2条から第4条までの規定を準用する。

第3節 修業年限及び在学期間

(修業年限)
第 94条本学別科(以下「別科」という。)の修業年限は、 1年とするロ

(在学期間)
第 95条 在学期間は、 1年とする。ただし、特別の事情があると認めたときは、願い出により

2年を超えない範囲において、その延長を許可することができる。

第 4節入学

(入学の時期)
第 96条入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)
第 97条 別科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修
了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第l号)による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者(同規則附則第 2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和2
6年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第90条第 2項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学に
おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で、 18歳に達した者

(入学の志願)
第 98条 入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、 jjlj科の基礎とな

る当該学部の長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 調査書

(合格者の決定)
第 99条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、

当該別科委員会の議を経て、合格者を決定する。

(入学手続)
第 100条 前条の規定による合格者で、別科に入学しようとする者は、所定の期日までに、所

定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

(入学許可)
第 10 1条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を

申請している者を含む。)に対し、入学を許可する。
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第 5節履修方法等

(授業科目及び履修方法等)
第 102条 別科で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。

(単位の授与)
第 103条 授業科目を履修し、その成績評価に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、

第37条第4号及び第105条の規定により除籍された者については、授業料未納期間に係る単位は
認定しない。

第 6節休学、復学、退学及び除籍

(休学)
第 104条休学は、第30条の規定を準用する。

(復学、退学及び除籍)
第 105条 復学、退学及び除籍は、第32条、第36条及び第37条の規定を準用する。

第 7節 修了

(修了)
第 106条 別科に 1年以上在学し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。

第 B節 賞罰

(賞罰)
第 107条 賞罰については、第41条及び第42条の規定を準用する。

第 9節検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)
第 108条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
3 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付
が困難な者は、別に定めるところにより、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免
除あるいは徴収猶予の取扱いを受けることができる。

第 10節 雑則

(準用)
第 109条 別科学生に関し必要な事項は、この章によるもののほか、第 1章の学部学生に関する

規定を準用する。この場合において、「学部」とあるのは r5JIJ科」と、「学部長」とあるのは「別
科長」と、「学部教授会」とあるのは「別科委員会」と読み替えるものとする。

附 則
1 この規則は、平成16年4月 1日から施行する。
2 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第 2項の規定に基づき、平
成15年 9月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた宮
崎大学(以下「旧宮崎大学」という。)及び宮崎医科大学(以下「旧宮崎医科大学」という。)
に在学し、かつ、平成16年 3月31日に旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学に在学する者 u以下「在
学者」という。)並びに在学者の属する年次に編入学等する者が、在学しなくなるまでの問、国
立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17条の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大
学を卒業するために必要とされる教育課程の履修その他教育上必要な事項は、旧宮崎大学又は
|日宮崎医科大学の学則及びその他の規程等の定めるところによる。

3 旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学の大学院に在学し、かっ、在学者及び在学者の属する年次に転
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入学等する者が、在学しなくなるまでの問、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17

条の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学を修了するために必要とされる教育課程の履
修その他教育上必要な事項は、旧宮崎大学大学院規程又は旧宮崎医科大学大学院学則及びその
他の規程等の定めるところによる。

附 則
1 この規則は、平成17年4月 1日から施行する。
2 第61条の表に定める修士課程及び博士前期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平
成17年度は次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成17年度

学 校 教 育 専 攻 14 

教育学研究科

教 科 教 育 専 攻 62 

計 76 

医 科 学 専 攻 30 

医学系研究科

看 護 学 専 攻 10 

言十 40 

応用物理学専攻 15 

物質環境化学 専攻 21 

電気電子工学 専攻 54 

工学研究科

土木環境工学 専攻 36 

機械システム工学 専 攻 30 

情報システム工学専攻 18 

計 174 

生物生産科学専攻 21 

地域資源管理科学専攻 12 

農学研究科 森林草地環境科学専攻 10 

水 産 科 学 専 攻 12 

応用生物科学 専攻 21 

言十 76 

3 第61条の規定にかかわらず、工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農
林生産学専攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻の収容定員については、次の表のとお
りとする。

研究科名 専 攻 名 平成17年度

物 質 工 学 専 攻 30 

工学研究科

f青 報 工 持寸4ー 専 攻 自

言十 38 

農林生産学専攻 40 
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農 学研究科 生物資源利用学専攻 15 

動物生産学専攻 21 

計 76 

4 平成16年度以前に工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農林生産学専
攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正
後の第79条第 2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この規則は、平成17年 5月26日から施行し、平成17年4月 1日から適用する。

附 則
この規則は、平成17年10月27日から施行する。

附則
この規則は、平成17年12月22日から施行し、第 B条第 5号及び第66条第 5号の規定は、平成17年

12月l日から適用する。

附則
1 この規則は、平成18年 4月 1日から施行する。
2 平成17年度に工学研究科物質環境化学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正
後の第79条第 2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に工学研究科博士前期課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後
の第79条第 2項に規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成18年度以前に工学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
4 第61条の表に定める農学研究科修士課程の平成19年度の収容定員は、同表の規定にかかわらず、
次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 収容定員

生物 生産 科学 専攻 37 
地域資源管理科学専攻 24 

農 学 研究科 森林草地環境科学専攻 20 

水 産科学専攻 22 
応用生物科学専攻 41 

計 144 

5 第61条の表に定める農学工学総合研究科博士後期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、
次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成19年度 平成20年度

資源環境科学専攻 4 8 

農学工学総合 生物機能応用科学専攻 4 8 

研究科
物質・情報工学専攻 B 16 

計 16 32 

6 第61条の規定にかかわらず、工学研究科博士後期課程物質エネルギー工学専攻及びシステムエ
学専攻の収容定員については、次の表のとおりとする。

研究科名 | 専 攻 名 |平成岬度|平即時度|
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物質エネノレギー工学専攻 12 6 

工学研究 科 システム工学専攻 12 6 

計 24 12 

附則
この規則は、平成20年 1月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

附則
1 この規則は、平成20年4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める教育文化学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年度か

ら平成22年度までは、次のとおりとする。

学 部 課 程 平成20年度 平成21年度 平成22年度

学校 教育課程 450 500 550 

人 間 社 4コ22hZ 課 程 自o 160 240 

教育文化学部 地域文化 課程 90 60 30 

生活 文化課程 120 80 40 
社会システム課程 180 120 60 

計 920 920 920 

3 平成19年度以前に教育文化学部地域文化課程、生活文化課程及び社会システム課程に入学した
者が取得できる免許状の種類は、改正後の第四条第 2項に規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。

4 第61条の表に定める教育学研究科修士課程及び専門職学位課程の平成20年度の収容定員は、同
表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 修士課程 専門職学位課
程

教職実践開発専攻 28 

教育学研究科 学校教育支援専攻 10 

計 10 28 

5 第61条の規定にかかわらず、教育学研究科修士課程学校教育専攻及び教科教育専攻の平成20年
度の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 収容定員

教育学研究科 学校教育専攻 B 

教科教育専攻 30 

計 38 

6 第61条の表に定める医学系研究科博士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年
度から平成22年度までは、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成20年度 平成21年度 平成22年度

医 学 専 攻 20 40 60 

細 胞 ・ 器 官 系 専攻 30 20 10 

医学系研究科 生体制御系専攻 36 24 12 

生体防衛機構系専攻 12 8 4 

環境生態系専攻 12 8 4 
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計 110 100 90 

7 平成19年度以前に教育学研究科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第四条第
2項に規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 平成19年度以前に教育文化学部及び教育学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の
例による。

附 則
この規則は、平成20年12月26日から施行する。

附則
1 この規則は、平成21年 4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成29年度までのものとし、医学部医学
科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成25年度までは、次のとおりとす
る。

学部・学科 |平成21年度|平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度

医学部・医学科 605 610 615 620 625 

附則
1 この規則は、平成22年 4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成31年度までのものとし、医学部医学
科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成26年度までは、次のとおりとす
る。

学部・学科 |平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度|平成26年度

医学部・医学科 615 625 635 645 655 

3 第 1条の 2の表に定める農学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成
24年度までは、次のとおりとする。

点寸主t 部 学 科 平成22年度 平成23年度 平成24年度

植物生産環境科学科 50 100 150 

農 学部 森林緑地環境科学科 50 100 150 

海洋生物環境学科 30 60 90 

畜産草地科学科 50 100 150 

4 第 1条の 2の規定にかかわらず、農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システ
ム学科の平成22年度から平成24年度までの収容定員は、次のとおりとする。

学 部 学 科 平成22年度 平成23年度 平成24年度

食 料生 産科 学科 180 120 60 

農学部 生物環境科学科 195 130 65 

地域農業システム学科 165 110 55 

5 平成21年度以前に農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システム学科に入学
した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第 2項に規定にかかわらず、なお従前の
伊jによる。

6 第61条の表に定める医科学看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

研究科名 専攻名 平成22年度

医科学看護学|医科学専攻 I 15 
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l研究科 10 

7 第61条の表に定める医学獣医学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとお
りとする。

研究科名 専 攻 名 平成22年度 平成23年度 平成24年度

医学獣医学総合 医学獣医学専攻 23 46 69 

研究科

8 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科修士課程の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成22年度

医学系研究科 医 科 学 専 攻 15 

看 護 学 専 攻 10 

9 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科博士課程の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専攻名 平成22年度|平成23年度|平成24年度

医学系研究科|医 学 専 攻 40 40 20 

10  平成21年度以前に農学部及び医学系研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例に
よる。

附 則
この規則は、平成23年4月 1日から施行する。

附則
1 この規則は、平成24年4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める工学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度から平
成26年度までは、次のとおりとする。

学部 学 科 平成24年度 平成25年度 平成26年度

環境応用化学科 58 116 174 

工 学部 社会環境システム工学科 53 106 159 

環境ロボティクス学科 49 98 147 

機械設計システム工学科 54 108 162 

電子物理工学科 53 106 159 

電気システム工学科 49 98 147 

情報システム工学科 228 224 220 

3 第 1条の 2の規定にかかわらず、工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、
土木環境工学科及び機械システム工学科の収容定員は、次のとおりとする。

学部 学 科 平成24年度 平成25年度 平成26年度

材料物理工学科 147 98 49 
物質環境化学科 204 136 68 

工 学部 電気電子工学科 264 176 88 
土木環境工学科 174 116 58 
機械システム工学科 147 98 49 

4 平成23年度以前に工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、土木環境工学
科及び機械システム工学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の
規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度は、次
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のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成24年度

応用物理学専攻 32 

物質環境化学専攻 48 
工学研究科 電気電子工学専攻 63 

土木環境工学専攻 34 

機械システム工学専攻 34 
情報システム工学専攻 37 

6 第61条の表に定める農学工学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年
度及び平成25年度は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成24年度 平成25年度

農学工学総合研 資源環境科学専攻 15 18 

究科 物質・情報工学専攻 21 18 

附 則
この規則は、平成24年 5月24日から施行する。

附 則
この規則は、平成25年4月25日から施行し、平成25年4月 1日から適用する。

附 則
1 この規則は、平成26年4月 1日から施行する。
2 第61条の表に定める教育学研究科学校教育支援専攻の収容定員は、同表の規定にかかわらず、
平成26年度は、次のとおりとする。

研究科名 専攻名 平成26年度

教育学研究科|学校教育支援専攻 I 18 

3 第61条の表に定める看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず平成26年度は、次
のとおりとする。

研究科名 専攻名 平成26年度

看護 学 研 究 科|看護学専攻 I 10 

4 第61条の規定にかかわらず、医科学看護学研究科医科学専攻及び看護学専攻の収容定員は、
次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成26年度

医科学看護学 医 科 学 専 攻 15 

研究科 看 護 員寸主4ーL 専 攻 10 

5 第61条の表に定める農学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成26年度は、次
のとおりとする。

研究科名 | 専 攻 名 |平成26年度

農学研究科|農 学 専 攻 I 68 

6 第61条の規定にかかわらず、農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草
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地環境科学専攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成26年度|

生物生産科学専攻 16 

地域資源管理科学専攻 12 

農学研究科 森林草地環境科学専攻 10 

水産科学専攻 10 

応用生物科学専攻 20 

7 平成25年度以前に農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草地環境科学
専攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後
の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 第61条の表に定める医科学獣医学総合研究科修士課程の収容定員は、同表の規定にかかわら
ず、平成26年度は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成26年度

医学獣医学総 医科学獣医科学専攻 8 

合研究科

9 平成25年度以前に医科学看護学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。

附則
この規則は、平成27年4月 1日から施行する。
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0宮崎大学学位規程

(目的)

[一4月 1日]
制定

改正平成17年 3月30日平成19年 3月22日
平成20年 3月27日 平成22年 3月25日
平成22年11月25日 平成25年 3月初日
平成26年 3月27日平成27年 3月26日

第 1条 この規程は、宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第40条第 2項及び第85条第 3項
の規定により宮崎大学(以下「本学」という。)が授与する学位について、必要な事項を定める。

(学位の種類等)
第 2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。
2 学士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。

教育学
教養
医 学
看護学
工 学
農学
獣医学

3 修士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
教育学
医科学
動物医科学
看護学
工 学
農学
水産学

学術
4 博士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。

医 学
農学
獣医学
工学
学術

5 専門職学位は、教職修士(専門職)とする。

(学位の授与要件)
第 3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科博士後期
課程を修了した者に授与する。

4 前項に規定するもののほか、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研
究科博士後期課程を経ない者であっても、博士論文を提出して学位の授与を申請し、その審査に
合格し、かっ、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科博士後期課
程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者にも学位を授与することができる。

5 専門職学位は、本学大学院の教育学研究科専門職学位課程を修了した者に授与する。

(学位の申請)
第 4条 修士の学位論文は、当該研究科長に提出するものとする。
2 博士の学位授与の申請は、学位論文願に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書を添え、当該研
究科長に提出するものとする。

3 前条第4項の規定による学位の申請は、学位申請書に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書並
びに学位論文審査手数料57，000円を添え、当該研究科長に提出するものとする。

4 本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程に所定の期
間在学し、所定の単位を修得し、かっ、必要な研究指導を受けて退学した者が学位を申請すると
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きは、前項の規定を適用する。この場合において、退学したときから 1年を超えないときは、学
位論文審査手数料の納付を免除する。

5 提出した学位論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。

(学位論文)
第 5条 提出する修士及び博士の学位論文は、 1編とする。ただし、参考として他の論文を添付す

ることができる。
2 審査のため必要があるときは、論文の訳文又は関係資料を提出させることがある。

(審査の付託)
第 6条 研究科長は、修士及び博士の学位論文を受理したときは、当該研究科委員会にその審査を

付託しなければならない。

(審査)
第 7条 教育学、工学、農学の各研究科委員会は、修士課程の論文審査を付託されたときは、当該

専攻の教授 l名のほか、関連する専門分野の教員(助手を除く。以下同じ。)のうちから 2人以
上の審査委員を選出して、論文の審査及び最終試験を行う。

2 農学工学総合研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導教員を含
む5人以上の教員からなる学位論文審査委員会により、論文の審査並びに最終試験又は試験を行
う。ただし、学位論文審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する教員 3人以上を含むも
のとする。

3 前 2項の審査には、必要に応じ、他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
4 看護学研究科委員会及び医学獣医学総合研究科委員会は、当該学位論文の審査を行うため審査
委員会を設置し、その委員として、当該委員会の構成員の中から 3人を選定する。

5 前項の審査委員は、主査 l人、高IJ査 2人とする。ただし、医学獣医学総合研究科委員会が必要
と認めたときは、当該構成員以外の本学の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を加え
ることができる。

6 審査委員会は、第 3条第 2項及び第 3項の規定によるものについては学位論文の審査及び最終
試験を、第 3条第4項の規定によるものについては学位論文の審査及び学力の確認を行う。

(審査期間)
第8条 修士論文の審査は、提出者の在学期間中に終了するものとする。
2 博士論文の審査は、受理した日から 1年以内に終了するものとする。

(最終試験又は試験)
第 9条 最終試験又は試験は、論文の審査を終えた後、論文を中心として関連ある授業科目につい

て口頭又は筆記により行うものとする。

(学力の確認)
第 10条 第 3条第4項に規定する学力の確認は、第4条第 3項及び第4項の規定により申請のあ

った者に対し、学位論文の審査及び試験を終えた後、学位論文に関連のある専門分野及び外国語
について、口頭又は筆記によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4項に規定する者のうち退学したときから当該研究科が定
める年限以内に学位を申請する者については、前項の学カの確認を免除することができる。

(審査結果の報告)
第 11条 審査委員は、論文の審査並びに最終試験又は試験及び学力の確認を終了したときは、速

やかにその結果を文書をもって当該研究科委員会に報告しなければならない。

(合否の判定)
第 12条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、修士及び博士の学位を授与すべきか否

かを議決する。
2 前項の議決を行うには、委員(外国出張者及び休職者を除く。)の 3分の 2以上が出席し、か
っ、出席委員の 3分の 2以上の賛成がなければならない。

(判定結果の報告)
第 13条 研究科長は、当該研究科委員会が前条第 1項によって合格と決定した者の氏名、論文審

査の要旨並びに最終試験又は試験の成績を文書をもって速やかに学長に報告しなければならな
し、。
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(学位の授与及び報告)
第 14条 学長は、学士の学位にあっては学部長からの報告を受けて、修士及び博士の学位並びに

専門職学位にあっては前条の報告を受けて、学位を授与すべき者を決定し、学位記を交付して学
位を授与する。授与できない者には、その旨を本人に通知するものとする。

2 前項前段の規定により博士の学位を授与したときは、学位簿に登録するとともに、学位規則(昭
和28年文部省令第 9号)第12条に定める様式により、文部科学大臣に報告しなければならない。

(学位論文要旨等の公表)
第 15条 博士の学位を授与したときは、授与した日から 3月以内に、その学位論文の内容の要旨

及び学位論文の審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)
第 16条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 1年以内に、当該博

士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与さ
れる前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事情がある場合に
は、学長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したも
のを公表することができるものとする。この場合において、研究科長は、当該学位論文の全文を
求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 前 2項の規定により学位論文を公表する場合には、「宮崎大学審査学位論文」と明記しなけれ
ばならない。

4 博士の学位を授与された者が行う第 1項及び第 2項の規定による公表は、本学の協力を得て、
インターネットの利用により行うものとする。

(学位の名称)
第 17条 学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。

(学位授与の取消し)
第 18条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が、不正な方法により学位の授

与を受けた事実が判明したとき、又は学位の名誉を汚す行為があったときは、学長は、当該研究
科委員会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものと
する。

2 研究科委員会が前項の決定をする場合には、第12条第2項の規定を準用する。

(学位記の様式)
第 19条 学位記の様式は、別紙 1から別紙 5のとおりとする。

(特定の課題の取扱し、)
第 20条 規則第76条第 1項に規定する特定の課題についての研究の成果に関する取扱いについ

ては、この規程に定める修士論文に関する取扱いに準ずるほか、必要に応じて各研究科が別に
定める。

附 則
この規程は、平成16年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成17年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成19年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成20年4月 1日から施行する。

附則
この規程は、平成22年4月 1日から施行する。

附則
1 この規程は、平成22年11月25日から施行する。
2 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第 2項の規定により平成15
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年 9月30日に当該大学に在学した者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた宮崎大学
及び宮崎医科大学の学部又は大学院に在学する者(以下「在学者」という。)並びに在学者の属
する年次に編入学等した者については、改正後の第四条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
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1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与した場合について適用
し、岡目前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与された者について適用
し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

附 則
この規程は、平成26年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成27年4月 1日から施行する。
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0宮崎大学大学院工学研究科規程

(趣旨)

[Z成一 1~J
改正平成17年 3月4日平成17年10月25日

平成19年 2月20日 平成19年4月10日
平成20年 2月19日 平成20年 9月16日
平成21年4月7日 平成25年 3月4日
平成27年 1月13日

第 1条 宮崎大学大学院工学研究科(以下「研究科」という。)に関する事項は、宮崎大学学務規
則(以下「学務規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(教育研究上の目的)
第 2条 研究科修士課程は、各専攻分野に関連する基礎的素養を身につけ、専門的かつ高度技術
を習得し、広い範囲にわたる総合的な判断力を発揮できる高度専門技術者及び研究者を組織的体
系的に育成する。

(専攻及び講座)
第 3条研究科に、次の専攻及び講座を置く。

修士課程
応用物理学専攻
物質環境化学専攻
電気電子工学専攻
土木環境工学専攻
機械システム工学専攻
情報システム工学専攻

(入学時期)

量子システム工学、材料開発工学、構造数理科学
機能物質化学、資源環境化学、生物物質化学
電子基礎工学、電子システム工学、電気エネルギー工学
建設構造、環境制御、環境計画
設計システム工学、エネルギーシステム工学
基礎情報科学、産業情報システム

第 3条の2 入学の時期は、 4月の始め及び10月の始めとする。

(入学者の選考)
第 4条 入学志願者は、指定の期日までに、入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出

しなければならない。

第 5条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。
2 前項の選考の方法は、研究科委員会が定める。

(入学手続き)
第 6条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければならな
し、。

(授業科目及び単位数)
第 7条 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

(指導教員)
第8条 学生の授業科目履修・研究及び学位論文に対する指導を行うため、学生ごとに指導教員を

置く。
2 指導教員は、研究指導を担当する資格を有する教授、准教授又は助教とし、主指導教員 1名及
び副指導教員 1名以上を置くものとする。

3 主指導教員は教授又は准教授とする。
4 指導教員は、研究科委員会において定める。

(履修の手続き)
第 9条 学生は、研究題目及び履修科目を、学年初めに指導教員の指導に従って選定し、担当する

教員の承諾を得て研究科長に届け出なければならない。
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(履修方法)
第 10条 学生は、所属専攻に係る授業科目について、 30単位以上を修得しなければならない。
2 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、研究科の他の専攻又は本学の他の研究
科の授業科目を履修し、かつ、必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける
期聞は 1年を越えないものとする。

3 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、他大学の大学院(外国の大学院を含む。)
の授業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)に
おいて必要な研究を行うことができる。ただし、当該研究指導を受ける期聞は 1年を越えないも
のとする。

4 第2項及び第 3項の規定により修得した単位は、 10単位までを修了要件の単位に算入すること
ができる。

5 前項のほか、入学前に大学院(外国の大学院を含む。)で修得した単位は、 10単位まで修了要件の単位
に算入することができる。

(教育方法等)
第 11条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期におい

て、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2 前項の対象となる学生は、社会人に対する特別選抜を経て入学した者とする。
3 ーの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により
行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、学務規則第23条に規定す
る基準を考慮して 1単位とするものとする。

(試験)
第 12条試験は、毎学期末において授業担当教員が行う。ただし、特別な事情のある場合には、

学期の途中において行うことができる。なお、授業担当教員に退職又は事故あるときは、研究科
委員会が指名した他の教員が行う。

(単位認定)
第 13条 単位認定は、試験又は研究報告等により、授業担当教員が行う。
2 第10条第4項及び第 5項により修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合の
認定は、研究科委員会が行う。

3 転入学前及び再入学前に大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を経
て算入することがある。

4 履修科目の成績は、それぞれ100点満点で60点以上を合格とし、所定の単位を与え、 60点未満
を不合格とし、単位を与えない。

5 標準成績評価基準は、下記の評語と評点により、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格と
する。なお、講義科目については、所定時間数の75%以上出席しなければ成績評価を受けること
はできない。
秀 :評点90点以上(到達目標を特に優秀な水準で達成している。)
優 ・評点89~80点(到達目標を優秀な水準で達成している。)
良 国評点79~70点(到達目標を良好に達成している。)
可 :評点69~60点(到達目標の必要最低限は達成している。)
不可:評点60点未満(到達目標の必要最低限を達成していない。)

(成績評価に関する申立て)
第 14条 成績評価を受けたものは、合格発表後 1週間以内に担当教員に答案等の閲覧を請求す

ることができ、成績評価に異議がある場合には、原則として当該学期内に教務・学生支援係を
通じて副学部長(教務担当)に申し立てることができる。なお、詳細については、別途定める。

(学位論文の提出)
第 15条 学位論文は、同課程に 1年以上在学した者でなければ提出することができない。
2 前項の規定にかかわらず、成績優秀であり、優れた研究業績を上げた者については、 1年次後
半の学期以降に学位論文を提出することができる。なお、詳細については、別途定める。

3 学位の審査を受けようとする者は、指定した期日までに、所定の申請書類とともに学位請求論
文を研究科長に提出しなければならない。

(学位論文審査)
第 16条 研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、当該専攻の教授 1名のほか、関連する

専門分野の教員のうちから 2名以上の審査委員を選出して、論文の審査及び最終試験を行う。
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2 審査委員は、主査 1名、副査 2名以上とする。ただし、主査は教授又は准教授とする。
3 前項の審査委員には、必要に応じ他大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)
の教員等を加えることができる。

(最終試験)
第 17条 最終試験は、第10条に定める履修方法により、所定の単位を修得し、学位論文を提出し

たものについて行う。
2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連する科目について、筆記又は口述試験によって
行う。

3 最終試験は、学位論文を審査した教員が行う。ただし、その教員に退職又は事故あるときは研
究科委員会が指名した他の教員が行う。

(追審査・追試験)
第 18条研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。
2 追審査及び追試験の実施は、研究科委員会において適宜定める。

(休学・退学・除籍・復学・再入学)
第 19条 休学、退学、除籍、復学及び再入学については、宮崎大学学学務規則の規定を準用する。
2 復学は、研究科委員会で承認の上、研究科長が許可する。
3 再入学の選考は、研究科委員会で行う。

(研究生及び科目等履修生)
第 20条 研究生又は科目等履修生としての入学資格はそれぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研究生は、学校教育法第65条に定める大学院を修了した者又はこれと同等以上の研究能力が

あると認められた者
(2) 科目等履修生は、学校教育法第52条に定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力が

あると認められた者

第 21条 研究生又は科目等履修生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目を記載した
願書に履歴書、身体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

第 22条 前条の志願者については、研究科委員会において、学力及び能力を検査の上選考する。

第 23条 研究生又は科目等履修生として合格した者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学
手続きをしなければならない。

第 24条 研究生の在学期間は、 6カ月又は 1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、
在学期間の延長を許可することがある。

(特別聴講生)
第 25条 学務規員Jj第88条に定める特別聴講生については、第四条から前条までを準用する。

(外国人留学生)
第 26条 外国人で研究科の学生、研究生として入学を志願する者については、前条までの規定に

よるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。

附則
1 この規程は、平成16年4月 1日から施行する。
2 第12条 5項について、平成15年度以前に入学した者については、旧宮崎大学大学院工学研究科
規程の例による。

附則
この規程は、平成17年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成17年10月25日から施行する。

附 則
1 この規程は、平成19年 4月 1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した者については、従前の宮崎大学大学院工学研究科規程の例による。
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附則
この規程は、平成19年 4月10日から施行する。

附則
この規程は、平成20年 2月19日から施行する。

附則
この規程は、平成20年 9月16日から施行する。

附則
この規穫は、平成21年 4月 7日から施行する。

附則
この規程は、平成25年 3月4日から施行する。

附則
この規程は、平成27年 1月13日から施行し、平成26年12月16日から適用する。
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[平成19年山 O日「

制 定 l
一部改正平成 26年 12月 16日

工学部・工学研究科専門科目の成績評価に対する

異議申し立てに関する申合せ

1 この申合せは、宮崎大学工学部専門科目履修内規第5条及び宮崎大学大学院工学

研究科規程第 14条の規定に基づき、成績評価に対する申し立てに関し、必要な

事項を定めるものとする。

2 成績評価に対して異議がある場合、その成績評価を受けた者は、原則として当該

学期内に工学部教務・学生支援係を通じて副学部長(教務担当)宛に申し立てを

することができる。

3 前項による成績評価に対する申し立てを副学部長(教務担当)が受けた場合は、

当該学生の所属学科(専攻)に対処を依頼し、学科(専攻)は適宜、学生及び担

当教員から事情を聴取し対処する。学科長(専攻主任)はその結果を副学部長(教

務担当)に報告する。

4 学科長(専攻主任)から報告を受けた副学部長(教務担当)は、申し立てをした

学生に対して対処結果を通知する。

5 本申合せは、学生が直接担当教員に申し立てることを妨げるものではない。
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0宮崎大学大学院工学研究科修士課程学位論文審査並びに最終試験実施要項

平成 17年 9月 20日制定

平成 26年 3月 20日一部改正

1. 本要項は，宮崎大学学位規程第6条，第7条及び第9条並びに宮崎大学大学院工学

研究科規程第 15条第 1項及び第 16条に基づく学位論文審査と最終試験に関する手

続について必要な事項を定める。

2. 学位論文(以下「論文」という)を提出しようとする者は，学位論文審査申請書(別

紙様式 1)に，論文 1部 (A4版)を添え，所定の期日(別途通知)までに指導教員

の承認を得たうえ，研究科長に提出する。

3. 論文審査の付託を受けた研究科委員会は直ちに指導教員を含む教員 3名以上(内 1

名が主査となり教授 1名以上を含む。)からなる論文審査委員会を組織する。なお，審

査に必要な論文は論文審査委員会が適宜準備する。

4. 論文審査委員会は論文の審査及び最終試験を行う。

5. 論文審査終了後，次の要領で論文発表会〈以下「発表会」という)を開催する。

(1) 発表会は公開とし，その日時・場所は研究科長が公示する。

(2) 発表会は，論文作成者がその内容を説明し，出席者と質疑応答を行う。

(3) 審査委員は，当該論文の発表に出席する。

6. 最終試験は，審査した学位論文及びこれに関連する科目について，筆記又は口述試

験によって行うものとする。

7. 最終試験は，論文発表会における発表をもってかえることができる。

8. 主査は，論文審査及び最終試験について，審査要旨及び最終試験結果を記した審査

報告書(別紙様式2)を作成し，研究科長に提出する。

9. 第 2項により提出された論文は，最終試験終了後当該専攻に返却する。

10. 論文審査及び最終試験に関して，この要項によりがたい事項が生じたときは，その

都度研究科委員会の決するところによる。

附則

この要項は，平成17年9月 20日より実施する。

附則

この要項は，平成 26年 3月20日より実施する。
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(別紙様式 1) 

指導教員承認 FP 

学位論文審査申請書

平成年月日

宮崎大学大学院工学研究科長殿

このたび，宮崎大学学位規程第4条に基づき，工学研究科修士課程

の学位論文の審査を受けたいので，審査くださるようお願いいたし

ます。

申請者

平成 年度入学 専攻

氏 t色 盟

論文題目
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(別紙様式2)

平成 年 度宮崎大学大学院工学研究科

学位(修士)論文審査結果及び最終試験結果報告書

学 最

専 学籍 位 終
学生氏名 カナ氏名 学位(修士)論文名 主査 審査要旨

攻 番号 論 試

文 験

※学位論文及び最終試験欄には，合又は否を記入
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